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介護サービス提供中の安全運転管理の徹底について（依頼） 

 

 日頃から、本市の介護保険事業に御協力をいただきありがとうございます。 

さて、本日午前９時頃通所リハビリテーションの送迎車が崖から転落し、死亡者１

人を含む 6 人がけがをする重大事故が発生しております。 

車両を使用した送迎・外出等の業務は、介護サービスの一環として日々行われてい

る日常的な業務であるとともに、要介護（要支援）者の安心・安全を確保しながら、

送迎車を自ら運転して要介護（要支援）者を無事目的地まで運ぶという重要な業務で

あり、より一層の安全運転管理が求められます。 

つきましては、交通事故が利用者及び事故の相手方の生命にも関わる重大な問題であ

ることを強く認識していただき、以下の点に留意の上、安全運転管理者を中心に、送迎

や外出の際の安全運転管理の徹底を図っていただきますようお願いいたします。 

また、車両を使用する介護職員の方に対しましては、自己の体調管理を含めて安全運

転意識の高揚を図っていただきますよう併せてお願い申し上げます。 

【車両を使用した送迎等の業務における主な留意事項】 

１ 道路交通法等関係法令を遵守し、安全運転に努めるよう職員の交通安全教育を

充実させること 

２ 運転前に、運転者の健康状況・体調を把握したうえで従事させること 

３ 車両について、使用前点検の実施など安全管理を徹底すること 

４ シートベルトの着用を徹底させること 

５ 車椅子利用の要介護（要支援）者を同乗させる場合には、要介護（要支援）者

の身体に安全な方法でシートベルトを装着できるよう、職員に対して適切な装着

方法についての周知と確実な実施について徹底すること 

６ 送迎時における利用者の乗降場所は安全な場所を選定すること 
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